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緊急事態宣言解除後の感染防止対策への協力について（通知） 

 

当協会の事業運営につきましては、日ごろからご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

さて、標記のことについて、（公社）神奈川県食品衛生協会を通じて神奈川県知事から次

のとおり通知がありましたのでお知らせいたします。 

緊急事態宣言解除後の１０月１日から１０月２４日までは、緩和された要請に基づき対

応されるよう貴組合員並びに従業員への周知方よろしくお願いいたします。 

   

 

 

【事業者への要請内容】 

〇10月 1日から 10月 24日までの間、特措法第 24条第 9項に基づき、次の通り要請 

 ・マスク飲食実施店の認証を受けた店舗は、営業時間は 5時から 21時まで、酒類の提

供は 11時から 20時まで、一組 4人以内または同居家族での利用に限る。 

 ・マスク飲食実施店の認証申請中の店舗は、認証を受けるまでの間は、営業時間は 5

時から 20 時まで、酒類の提供は 11 時から 19 時 30 分まで、一組 4 人以内または同

居家族での利用に限る。 

 ・その他の店舗は、営業時間は 5時から 20時まで、酒類の提供は禁止とし、一組 4人

以内または同居家族での利用に限る。 

 ・これらの要請に応じた店舗には、協力金を支給するが、要請に応じていないことが

判明した場合には、協力金は支給しない。 

 

【協力金に関する事項】 

 ・10月 1日から 10月 24日の要請期間に応じた協力金は第 15弾として交付 

 ・1 日あたりの交付予定額は、売上高方式の店舗は 2.5 万円～7.5 万円となる。(売上

高減少額方式の店舗は上限 20万円で変更なし。) 

 ・協力金第 15弾の本申請は、10月下旬を目途に申請受付を開始する予定 



１ 飲食店等に対する要請 (令和３年１０月１日～令和３年１０月２４日）

• 営業時間短縮要請

マスク飲食実施店認証店（※）：５時～21時(酒類の提供は１１時～20時）

マスク飲食実施店認証申請中：５時～20時(酒類の提供は11時～19時３０分）

その他の店舗：５時～20時(酒類の提供禁止）

（※）現地確認の結果、認証条件を満たしていることを確認できた店舗を含む

• 利用人数の制限

１組4人以内または同居家族としてください

• 時短要請に応じていただいた店舗に対して協力金を交付します。

詳細は県ホームページに掲載される内容等を御確認ください。

• 飲食を主として業とする店舗におけるカラオケ設備の提供停止の要請（法第24条第９項）
• 感染防止対策の要請（法24条第9項）
• ガイドライン遵守の要請（法24条第9項）

２ 大規模集客施設等に対する働きかけ

• 営業時間短縮の働きかけ（５時～２１時）
• 感染防止対策の要請（法24条第9項）
※デパ地下含む

• 酒類提供自粛（持ち込み含む）の働きかけ

３ イベントの開催制限について(令和３年１０月１日～令和３年１０月３1日）

• ５時～21時までの営業時間短縮要請（法第24条第９項）

• 人数制限
下表の【収容率】と【人数上限】のいずれか小さい方

• イベント主催者等へのガイドライン遵守要請（法第24条第９項）
• 入場者の感染防止のための整理誘導【働きかけ】
• 酒類提供自粛（持ち込み含む）【働きかけ】
（※）既存販売分については適用しない

４ イベントのチケット事前販売について
• 令和３年11月１日から令和4年1月３１日までに開催するイベントの事前販売を10,000人上限
とするよう働きかけ

５ その他

• 企業における在宅勤務等の推進

• 飲食を主としていない店舗において、カラオケ設備を提供する場合の感染防止対策の徹底

• 混雑回避のための整理及び誘導等、基本的感染防止対策の実施及び業界別ガイドラインの遵守

（法第24条第９項）

事業者の皆様へ






